
 １２月１日（木）から７日（水）までの土、日を含む一週間、エコドームとクリーンセンターで粗大ごみ

の「拠点収集」を行います。 

 

※「拠点収集」とは、みなさんにクリーンセンターまたは、エコドームへ直接粗大ごみを持ち込んでいただ

く収集方法になります。 

 

〇回収日 

 １２月１日（木）から７日（水）まで 各日、午前９時から午後４時まで 

 １２月３日（土）、４日（日）も回収しています。 

 

１２月１日から１０日までのカレンダー                 

                        〇収集について 

 ・１回の収集につき５点まで。 

                          ・１点に付き１００円分の処理券に「自治会名」、 

「氏名」を記入し、貼付。 

                         ・役場がご自宅まで取りに伺う「戸別収集」につい 

ては１１月２４日で予約を終了しています。 

 

〇回収場所 

①垂井町表佐３５９４番地の１              ②垂井町岩手４２５４番地 

 垂井町クリーンセンター（☎22-3789）     垂井町エコドーム（☎22-1853） 

県道２１５号線（養老垂井線）、マクドナルドの   県道５３号線（関ヶ原バイパス）、垂井北中学校 

交差点を南進し、ミニストップのある交差点を   から西進、２つ目の信号（漆原西）を左折した 

左折し、突き当たりの煙突のある建物。      ドーム型の建物。 

  ※収集場所は建物の南の広場。          ※収集場所は建物東側。 

 

〇出せないもの 

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、消火器などの法律でリサイクル方法が決まっているもの、 

 がれき類、危険物、硬すぎる物、事業系ごみ、運び出せないもの など。（不明な点はお尋ねください。） 

 

※ご注意ください※ 

※１２月１日（木）、２日（金）のゴミステーションでの燃えないごみの収集はお休みになります。 

出されましても回収しませんので、当番の方などは、かごを出さないようにご注意ください。 

※１２月６日（火）もエコドームは通常受入（資源物の回収）をしております。 

 

 

 

  平成 2８年度 号外（２０１６年１１月） 号外 

ごみ減量推進だより 

発行／垂井町役場 編集／住民課環境衛生係 電話 0584-22-1151(内線 248/249) 

○１２月の粗大ごみ収集（拠点収集）について○ 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

粗大ごみ収集（拠点収集） 

粗大ごみ収集（拠点収集） 

※通常は回覧ですが、今回は全戸配布します 



上田屋 江崎薬店 クスリのアオキ 垂井店 

ケーヨーデイツー 大垣赤坂店 現金屋商店 コメリハードアンドグリーン 昼飯店 

サークルＫ 垂井東店 サークルＫ 不破府中店 サカエヤ商店 

ザ・ビッグ 養老店 セブンイレブン 垂井町表佐店 セブンイレブン 垂井町宮代店 

トミダヤ 垂井店 ドラッグユタカ 垂井店 西美濃農業協同組合（町内各支店） 

バロー 垂井店 ファミリーマート 垂井宮代店 V・drug中部薬品 垂井店 

松井商店 マックスバリュ 垂井店 八百郁 

ヨシヅヤ スーパー･センター垂井 役場 ⑤番窓口  

上記の場所で粗大ごみ処理券の取扱いを行っています。品切れの場合もありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○１２月のごみ収集について○ 
 

 

 

 正月に欠かせないしめ縄作りとわたしたち日本人の主食である、お米について学びます。 

 是非、ご参加ください。 

〇と き  １２月１８日（日） 午前１０時から   〇ところ エコドーム学習室 

〇定 員  １５名                 〇対 象 どなたでも 

〇持ち物  ハサミ                     （低学年以下の方は保護者同伴でお願いします） 

〇申込期限 １２月１６日（金）           〇申込先 垂井町役場 住民課環境衛生係（③番窓口） 

 ※事前に申込が必要です。                 電話 22-1151（内線 248／249） 

申込時に「氏名」、「住所」、「電話番号」をお聞きします。 

○エコドームミニイベント「しめ縄づくりワークショップ」とお米の話○ 

【ミニ情報】よくお問い合わせのある内容について紹介します。 

●粗大ごみ収集日以外で、粗大ごみは処分できないのですか。 

 養老町にある西南濃粗大廃棄物処理センターへ持ち込んでいただければ処分できます。センターへ行く前に処分

したい物を積んで役場へお越しください。役場にある申請書を記入していただき、内容を確認させていただいて、

許可証を発行しますので、許可証を持ってセンターへ向かってください。許可証が無いと受け入れてもらえません。 

【西南濃粗大廃棄物処理センター】 

所在地：養老郡養老町有尾字下池６６３番地  受入時間：（平日）午前８時３０分から午後４時まで 

電 話：0584-37-2103          手 数 料：１００ｋｇあたり１，０００円 

                         １００ｋｇ超えると１０ｋｇごとに１００円加算 

〇粗大ごみ処理券取扱店 

〇すべての収集を行いません 

１２月２３日（金・祝）、１２月３１日（土）から１月３日（火）まで 

 

〇燃えるごみの年末特別収集 

１２月２９日（木）（木曜収集地区のみ）、３０日（金）（金曜収集地区のみ）。 

※今年の通常収集は２８日（水）まで。新年は４日（水）より通常収集。 

 

〇クリーンセンターへの搬入                〇エコドームへの搬入 

１２月２８日（水）まで通常受入。             １２月３０日（金）まで通常受入。 

２９日（木）、３０日（金）は午前８時４５分から正午まで。  新年は１月６日（金）より通常受入。 

新年は１月４日（水）より通常受入。 


